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　平成23年3月11日、14時46分に三陸沖を震源とす
るマグニチュード9.0の巨大地震が発生しました。こ
の地震により東北地方、関東地方を中心に強い揺れを
観測、さらに、太平洋沿岸を中心に高い津波を観測し
ました。この地震及び津波は、特に東北地方から関東
地方の太平洋沿岸の広い範囲で戦後最大の痛ましい人
的被害をもたらすとともに、家屋の崩壊、自動車の被災、
電気、水道等のいわゆるライフラインの断絶など日常
生活に計り知れないほど甚大な影響を与えました。ま
た、特に首都圏を中心に、物資の流通経路の寸断、消
費者の不要不急の買いだめ等を要因として、食料品、
日用品等の生活関連物資全般にわたる品不足も生じま
した。
　環境への影響という観点では、被災各地において建
築物の倒壊に伴う大量のがれきの発生等の問題が生じ、
これらについて、迅速な処理や適切な対応が急務とな
っています。また、被災地において安心して生活する
ことができるように、避難生活におけるし尿や発生し
たがれきへの対策、人とペットとの良好な関係の維持、

大気・水質等のモニタリング等に必要な支援等が重要
となっています。
　地球温暖化対策と密接に関係する電力についても、
東京電力株式会社管内や東北電力株式会社管内の原子
力発電所や火力発電所が大きな被害を受けた結果、電
力需給バランスがきわめて厳しい状況になっているこ
とから、需給両面の抜本対策が必要となっています。
　東日本大震災の被害は、広範囲にわたる未曾有の規
模となり、被害の質も過去に経験をしたことのない重
大なものとなりました。このような前例のない事態の
中、阪神・淡路大震災等の過去の大災害の経験を踏ま
えつつも、被災の状況の違いを十分に認識した上で、
復興に向けた取組を進めていかなくてはなりません。
震災からの復興に向けた取組の推進にあっては、国の
リーダーシップのもと、広域的な体制を構築する必要
があります。被害の全容は未だ明らかではなく、対応
を要する課題も刻々と変化していますが、本白書にお
いては、5月上旬までの状況を整理しました。

第5章
東日本大震災からの復興に向けて

　政府においては、東日本大震災発生直後の3月11日
に「平成23年（2011年）東北地方太平洋沖地震緊急災害
対策本部」を立ち上げ、災害応急対策に関する基本方
針に基づいて、関係省庁における情報の収集と被害状
況の把握、人命の救助、被災者の救援・救助活動、消
火活動等の災害応急活動、被災地におけるライフライ
ンの復旧、必要な人員・物資の確保、被災地の住民等
に対する的確な情報の提供を行っています。

（1）建築物の倒壊に伴うがれき等の処理

　「平成23年（2011年）東北地方太平洋沖地震」は我が
国の観測史上最大の規模であり、沿岸各地を高い津波
が襲ったことから、建築物の倒壊に伴って発生したが
れき等の量も膨大で、被災地の住民生活や経済活動の
復興に当たり、がれき等の処理が急務となっています。
　今回の大震災により発生した膨大な量のがれき等を
円滑かつ迅速に処理するため、環境省では、地震発生
後直ちに情報収集・連絡体制を確立するとともに、3

月11日以降、本省職員を岩手県、宮城県及び福島県に
派遣しました。3月13日には、環境省内に「災害廃棄物
対策特別本部」を設置し、膨大ながれき等を処理する
ための広域的な協力体制を構築すべく、地方公共団体
や関係団体との調整等を実施しています。
　今回の地震で発生したがれき等の処理に当たっては、
被災地内の市町村の有する施設のみで処理を行うこと
は極めて困難です。このため、環境省より、地方公共
団体及び関係団体に対して被災地のがれき等の処理に
ついての支援を要請し、多くの地方公共団体・関係団
体から人員、資材の提供等の支援の申出がありました。
さらに、4月8日付けで各都道府県知事宛にがれき等の
受入処理について協力要請を行うとともに、がれき等
の全国的な処理体制を整備するための調整を行ってい
るところです。また、特に被害の大きかった岩手県、
宮城県及び福島県においては、がれき等の処理体制を
構築し、現場の状況に応じた迅速かつ円滑な処理方策
を検討する場として、県、関係市町村、国等関係機関
により構成される災害廃棄物処理対策協議会を設置し、

1　震災による環境問題への対応
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がれき等の処理に向けた具体的な協議が行われていま
す。これらの取組の下、5月10日時点で、329箇所の
がれき等の仮置き場が確保され、当該仮置き場へ、合
計349万トンのがれき等が搬入されています。
　これに加え、政府として、がれき等の処理を円滑に
進めるため、損壊した家屋・自動車・船舶の撤去に関
すること、貴金属等の取扱い、位牌・アルバム等の取
扱い、これらの処理のための私有地への立入りに関す
ること等について、撤去や処理の方法に関する指針を
通知しました。この他、がれき等の中に混入している
廃石綿、PCB廃棄物及び感染性廃棄物、自動車、家電
リサイクル法対象品目やパソコンの処理や取扱いにつ
いて、注意等を促すために指針を通知しています。また、
放射性物質による汚染については、安全面での万全を
期す必要があることから、福島県内の災害廃棄物の当
面の取扱いを5月2日付けで公表し、環境省及び原子力
安全・保安院が調査を実施するとともに、福島県内の
関係市町村向けに説明会を実施しています。
　災害により発生した廃棄物を市町村が処理する際に
要する費用については、従来から廃棄物処理法に基づ
く災害廃棄物処理事業費補助金により、処理を実施し
た市町村に対しその費用の2分の1を補助していますが、
この度の大震災により発生したがれき等の処理費用に
ついては、東日本大震災に対処するための特別の財政
援助及び助成に関する法律（平成23年法律第40号）に
おいて、国庫補助率を嵩上げするとともに、地方負担
分についても、同法で定める特定被災区域の市町村に
ついて、地方負担分の全額を災害対策債により対処し、

その元利償還金の100％を交付税措置することとして
います。

（2）被災地の生活支援

ア）し尿処理の状況等

　東日本大震災の被災地では、日常の各家庭からのし
尿、ごみの収集処理に加え、避難所からのし尿、ごみ
への対応が必要となっています。そのため、支援の申
出のあった地方公共団体に対し、他の地方公共団体や
関係業界団体からバキューム車、パッカー車の派遣、
仮設トイレの提供などの支援が行われました。
　岩手県では、発災直後のし尿の収集体制の確保のた
め、業界団体の支援（県外から約30台）を得てし尿の収
集を行いました。宮城県においては、業界団体から被
災した地元業者に対するバキューム車の寄贈（8台）、
山形県の業界団体によるバキューム車の派遣（山形県
から30台）により、し尿の収集にあたっています。収
集したし尿については、宮城県内の処理施設の他、山
形県の支援も受け、広域的な処理が実施されています。
福島県においては、発災以来、県内事業者の支援によ
り対応しています。また、ごみやがれきの処理につい
ては、岩手県において、業界団体が、県外からダンプ
車約30台を派遣し作業を行う等の支援を行いました。
　一方で、多くの地域で、ごみ処理施設及びし尿処理
施設が被災し、一部の施設では、現在も修理が必要な
状況となっています。

仙台空港駅前のがれき等の堆積状況 自動車の被災状況

がれき等の仮置場 重機によるがれき等の撤去の状況

写真：環境省

被災地の状況
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イ）被災ペット対策の状況

　避難所では多くの場合、同行避難している動物につ
いては避難所にケージを提供し、人と動物を区分した
上で飼い主の責任で世話を行っている状況となってい
ます。被災地でのペットの対策のために、3月14日には、
日本動物愛護協会、日本動物福祉協会、日本愛玩動物
協会及び日本獣医師会が「緊急災害時動物救援本部」を
立ち上げ、義援金の配布、被災地へのペットフードの
発送、各地方公共団体への助言等の支援を行っていま
す。また、環境省においては、動物用ケージ1,398個、
テント56張を被災地方公共団体及び被災者受入地方公
共団体等に配付しました。

ウ）下水処理の状況

　震災直後の早い段階から、市街地内の全ての下水管
を対象に、未処理下水を速やかに排除できる機能を有
しているかどうか点検を行い、下水管が破断している
場合やポンプが機能停止している場合には、仮設ポン
プや仮配管により応急対応を実施し汚水を排除するこ
とにより、公衆衛生の確保を図りました。また、津波
等で被災した下水処理場では、仮設の沈殿池を設置し
て、その上澄みを消毒処理する簡易処理等により応急
対応を実施しています。

（3）環境汚染対策

　東日本大震災により被災した工場等からの有害物質
の漏洩や、がれきの撤去等に伴うアスベストの飛散が
懸念されています。有害物質や油流出等の環境汚染事
故等については、20件を超える報告がありました。
　被災地における環境汚染の人の健康への2次被害の
防止や被災地の生活環境に対する住民不安を解消する
ため、大気、水質等のモニタリングを実施することと
しています。
　アスベストについては、飛散・ばく露防止と被災し
た住民等が有する不安に対応するために、「災害時に
おける石綿飛散防止に係る取扱いマニュアル」の周知
徹底に努めるとともに、防じんマスクなどの無償配布
及び着用・使用方法の周知を行いました。また、宮城県、
福島県及び茨城県内の数地点において、今後本格的に
実施するアスベスト大気濃度調査のための予備調査を
実施しました。その結果、調査を行ったすべての地点
において、アスベスト濃度は、通常の一般環境とほぼ
変わりませんでした。
　また、地震及び地震による津波で東京電力福島第一
原子力発電所が大きな被害を受けました。政府では、
原子力災害対策特別措置法等に基づき対応を行ってい
るところであり、環境中に放出された放射性物質のモ
ニタリングについては、文部科学省、環境省等の関係
府省や関係地方公共団体等により継続して実施されて
います。

主な内容項目
　作業を行うための私有地への一時的な立入りについては、その所有者等に連絡し、又はその
承諾を得なくても差し支えない。
　可能な限り所有者等の承諾を得、あるいは作業に立ち会っていただくことが望ましいことか
ら、作業の対象地域・日程等の計画を事前に周知することが望ましい。

備考

　倒壊してがれき状態になっているもの、本来の敷地から流出した建物については、所有者等
に連絡し、又はその承諾を得ることなく撤去して差し支えない。

２．損壊家屋等の
　撤去について

１．作業のための私有地立入り
　について

（1）建物 　敷地内にある建物については、一定の原形をとどめている場合には、所有者等の意向を確認
するのが基本であるが、所有者等に連絡が取れない場合や、倒壊等の危険がある場合には、土
地家屋調査士等の専門家に判断を求め、建物の価値がないと認められたものについては、解体・
撤去して差し支えない。

　現状を写真等で記録し
ておくことが望ましい。

　外形上から判断して、その効用をなさない状態にあると認められるものは撤去し、仮置場等
に移動させて差し支えない。その上で、所有者等が判明する場合には、所有者等に連絡するよ
う努め、所有者等が引渡しを求める場合は、引き渡す。それ以外の場合は、自動車リサイクル
法に従って使用済自動車として処理を行う。
　上記以外の自動車については、仮置場等に移動させた後、所有者等に連絡するよう努め、所
有者等が引渡しを求める場合は、引き渡す。

　移動及び処理を行う前
に写真等で記録しておく
ことが望ましい。
　原動機付自転車は自動
車に準じる。

（2）自動車

　外形上から判断して、その効用をなさない状態にあると認められるものは撤去し、仮置場等
に移動させて差し支えない。その上で、所有者等が判明する場合には、所有者等に連絡するよ
う努め、所有者等が引渡しを求める場合は、引き渡す。それ以外の場合は、廃棄する。
　上記以外の船舶については、仮置場等に移動させた後、所有者等に連絡するよう努め、所有
者等が引渡しを求める場合は、引き渡す。移動が困難な船舶については、個別に所有者等と協
議して対応する。

　移動及び処理を行う前
に写真等で記録しておく
ことが望ましい。

（3）船舶

　貴金属その他の有価物及び金庫等については、一時保管し、所有者等が判明する場合には所
有者等に連絡するよう努め、所有者等が引渡しを求める場合は、引き渡す。引き渡すべき所有
者等が明らかでない場合には、遺失物法により処理する。
　位牌、アルバム等、所有者等の個人にとって価値があると認められるものについては、作業
の過程において発見され、容易に回収することができる場合は、一律に廃棄せず、別途保管し、
所有者等に引き渡す機会を設けることが望ましい。
　上記以外の物については、撤去し、廃棄して差し支えない。

　建物内、自動車内及び
船舶内の動産の扱いにつ
いては、（4）による。

（4）動産

東北地方太平洋沖地震における損壊家屋等の撤去等に関する指針
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　東日本大震災によっていくつかの発電所の稼働が停
止したこと等により、東京電力株式会社管内及び東北
電力株式会社管内において、電力供給力が通常と比較
して大幅に落ち込み、電力需給が逼迫する事態となり
ました。また、東京電力管内の一部の地域では、計画
停電が実施されました。
　こうした状況を受け、経済産業省は、国民や産業界
に対する節電の要請を開始し、また、節電啓発等担当
大臣や環境省等においても、家庭における節電につい
て広く呼びかけを行いました。
　なかでも、家庭での電力需要は全体の3割以上を占
めており、家庭内で節電に取り組むことは大きな効果
が期待されます。家庭の中で特に電気消費量が多いの
は、エアコン、冷蔵庫、照明器具、テレビの4つです。
これらをはじめとする家電製品を上手に使うことで、
効果的に節電することができます。また、ピーク時を
避けて電化製品を利用することも、電力供給の安定を
保つために重要な方法です。
　こうした観点から、3月下旬には、経済産業省と内
閣官房で連携し、新聞広告やテレビCMなどで広く節
電を呼びかけた上で、経済産業省において、具体的な
節電アクションやその効果試算等をまとめた節電ウェ
ブページも公開されました。
　また、環境省においても、家庭でできる具体的な節
電策として、①家電製品のこまめなスイッチオフ、②
使用していない電気機器の待機電力の削減、③エアコ
ンの設定温度や風向きの調整、④冷蔵庫の扉の開閉時
間を短くすること等の効率的な利用、⑤明るさや消灯
時間の調整、⑥テレビの主電源や明るさを調整するこ
と等の効率的な利用、⑦朝型の生活に変えること等生
活スタイルの見直しといった7つのポイントを挙げ、
節電を呼びかけました。
　こうした厳しい電力需給の状況は今後も続くことが
予想されますが、特に7月から9月の平日は冷房による
電力需要が増加しピーク時の電力需要が年内最大の時
期を迎えることとなります。東日本大震災が発生して
以降、国民・産業界の節電への協力、取組もあり、電
力の需給バランスは改善したものの、今夏に向けて、
再び夏の需給ギャップが生じるおそれがあることから、
平成23年5月13日、政府の第5回電力需給緊急対策本
部は、夏期の電力需給対策をまとめました。
　具体的には、ピーク期間・時間帯（7〜9月の平日の9
時から20時）、東京・東北電力管内全域において目標

とする需要抑制率を－15％としました。また、これを
達成するため、大口需要家（契約電力500kW以上の事
業者）、小口需要家（契約電力500kW未満の事業者）、
家庭の各部門の需要抑制の目標については、均一に
－15％とすることとしました。 
　これらの需要抑制の目標を踏まえ、部門毎の主な需
要面での対策として、例えば、
　・ 大口需要家については、操業・営業時間の調整・

シフトや、休業日・夏期休業の分散化等の取組を
進めることなど、事業活動のあり方やライフスタ
イルにも踏み込んだ抜本的な需要抑制の具体的対
策について、計画を策定し、実施する。

　・ 小口需要家については、具体的な抑制目標と、照
明・空調機器等の節電、営業時間の短縮、夏期休
業の設定・延長・分散化等の具体的取組を含む自
主的な計画（「節電行動計画」）を策定・公表する。

　・ 家庭に対しては、政府が、①室温28℃を心がける、
②冷蔵庫の設定を「強」から「中」にする、③日中の
照明を消し、夜間も照明をできるだけ減らす、等
の節電対策メニューを周知し、節電教育等の措置
を講ずることにより、家庭への節電意識を浸透さ
せ、節電のための具体的行動を促す、

こととしています。
　また、政府としては、新聞、テレビ、インターネッ
ト等の様々な媒体を通じ、国民各層へ積極的な啓発活
動を行い、節電に取り組む動きを国民運動として盛り
上げていくこととしています。さらに、政府自らの節
電への取組として、「政府の節電実行基本方針」に基づ
き、府省毎に節電実行計画を策定し、使用最大電力を
15％以上抑制することとしています。
　加えて、平成23年夏期以降の需給対策として、火力
発電所の早期の復旧・立ち上げ、増設の前倒し、ガス
タービン等の緊急設置電源の導入、自家用発電設備の
活用に引き続き取り組むとともに、分散型電源、再生
可能エネルギーの導入に向けて更なる取組強化を図る
一方で、需要面では、スマートメーターの導入等によ
る需要側におけるエネルギー利用の最適化を図るとと
もに、省エネルギーの一層の推進等を図ることとして
います。
　今後、それぞれの立場で創意工夫をこらし、ライフ
スタイルや事業活動のあり方にも踏み込んだ取組を進
めていくことが期待されています。

2　電力需給の逼迫に対する取組
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第
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章
　東
日
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か
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復
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け
て

エアコン
53%

テレビ
5%

冷蔵庫
23％

パソコン
0.3%
温水
洗浄便座
0.8%

待機電力
4%

照明
5%

その他
10%

出典：資源エネルギー庁推計
　　　数値は最大需要発生日を想定

夏の日中（14時頃）の消費電力（全世帯平均）

チェック
削減率

エアコン

削減消費電力

無理のない範囲でエアコンを消して、扇
風機を使いましょう。

冷蔵庫の設定を「強」から「中」に変え、扉
を開ける時間をできるだけ減らし、食品
をつめこまないようにしましょう。

日中は照明を消して、夜間も照明をでき
るだけ減らしましょう。

省エネモードに設定するとともに画面の輝
度を下げ、必要な時以外は消しましょう。

リモコンの電源ではなく、本体の主電源
を切りましょう。長時間使わない機器は
コンセントからプラグを抜いておきま
しょう。

外出している時にも、④⑦⑧⑩の対策に取りくみましょう。

取りくんでいただきたい節電対策メニュー
節電効果

ご家庭で取りくむ対策をチェックし、「我が家の節電対策」を作りましょう。

10％ 130W

10％ 120W②
※設定温度を2℃上げた場合

2％ 25W
冷蔵庫

50％ 600W③

④

5％ 60W

2％ 25W

照明

テレビ

⑤

⑥

温水洗浄便座
（暖房便座）

1％未満 5W
いずれかの対策により⑦

※標準→省エネモードに設定し、
使用時間を2/3に減らした場合

待機電力

ジャー炊飯器
2％ 25W

便座保温・温水のオフ機能、タイマー節
電機能があれば、これらを利用しましょ
う。

上記の機能がなければコンセントからプ
ラグを抜いておきましょう。⑧

早朝にタイマー機能で1日分まとめて炊
いて、冷蔵庫に保存しましょう。⑨

2％ 25W⑩

％ W削減率の合計が15％をこえるように節電しましょう。

！ エアコンの控え過ぎによる熱中症などに気をつけて、無理のない範囲で節電しましょう。

① 室温28℃を心がけましょう。

“すだれ”や“よしず”などで窓からの日差
しを和らげましょう（エアコンの節電にな
ります）。

※除湿運転やエアコンの頻繁なオンオフは電力の増加になるので注意しましょう。

※節電効果の記載値は、在宅世帯の日中の平均的消費電力（14時:約1200W）に対する削減率と削減消
費電力の目安です（資源エネルギー庁推計）。また、削減率は全て小数点以下を切り捨てています。

家庭の節電対策メニュー

資料：資源エネルギー庁

LED電球による消費電力削減

　白色LEDは、1996年にわが国で開発された、省
電力で寿命の長い光源で、白色電球などを代替する
照明用点光源として急速に広まっています。LED電
球は、従来の白熱電球と比べて、消費電力が約6分
の1に減少します。そのため、LED電球の利用コス
トを白熱電球のそれと比較した場合、約1.6年間で
白熱電球の代わりにLED電球を利用するメリットが
もたらされると計算されます。そのため、LEDをは
じめとする省エネ機器への転換も、家庭でできる節
電の一つと考えることができます。

コラム

白熱電球40W型 LED電球 比較

6.3W

40,000時間

2,380円

5,544円

396円

約1/6に減
（CO2排出量も約1/6に）

40倍

約24倍

26,136円の減

約1.6年で価格差を
回収可能

36W

1,000時間

100円

31,680円

1,784円

消費電力

写真（注１）

寿命

価格（注２）

40,000時間利用時の電気代
（注１）

１年間のコスト（注３）

注１：写真は、東芝ライテック社資料から引用
　２：価格は環境省調べ。
　３：年間2000時間使用した場合の年間電気代及び購入コスト。価

格を寿命（時間）で割り、１時間当たりの電気代に上乗せして
算出。電力料金目安単価は、東芝ライテック社資料から引用

資料：環境省

40Wタイプ白熱電球をLED電球に置換した場合の比較
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第1部│第5章　東日本大震災からの復興に向けて平成22年度

　節電・省エネルギーやピーク電力消費の分散化等に
よって震災による電力需給の逼迫を乗り越えていく経
験は、今後の地球温暖化対策においても参考となる側
面もあると考えられます。東京電力株式会社管内にお
ける電力需要は、震災後、国民一人一人による節電や
計画停電の実施等により大きく低下しました。この電
力需要の低下は、国民生活や経済活動に多大な我慢を
強いた結果と考えられますが、一面では、エネルギー
の希少性・重要性を再認識するきっかけともなったの
ではないでしょうか。
　今後、電力需給に係る制約から早期に脱却し、震災
からの復興と日本経済の再出発に資するよう、今夏以
降も引き続き需給両面の対策を講じていく必要があり
ます。こうした電力需給が逼迫した状況を脱却するた
めには、日々の日常生活や経済活動における節電に加
え、再生可能エネルギー・分散自立型エネルギーの一
層の導入促進やエネルギー効率を高める設備等の更な
る普及等我が国のエネルギーの安定的な供給確保と環
境負荷の低減に資する取組、事業活動のあり方やライ
フスタイルの見直しに踏み込んだ取組が必要となって
きます。今回の経験を一つの契機として、エネルギー
需給や事業活動のあり方を考え、新しいライフスタイ
ルを構築することにより、電力需要の抑制はもとより、
地球温暖化の防止さらには安全安心で持続可能な社会
づくりにつながることが期待されます。
　今回の震災では、自然環境の面でも、陸中海岸国立
公園などが震災による様々な被害を受けました。これ
まで、東北地方では、豊かな生物多様性などの自然と
調和しながら人々の暮らしが営まれ、一次産業はもと
より、こうした自然を活かした観光も地域の重要な産
業の一つとなってきました。今後、東北地方の復興に
当たっては、防災面にも配慮しつつ、森・里・川・海
のつながりの確保を図り、自然公園の優れた景勝地の
回復や地域独特の豊かな自然資源を活用することで、
一次産業や観光等を軸とした地域復興につなげていく
ことも望まれます。
　平成23年4月11日、有識者や被災地の関係者からな
る「東日本大震災復興構想会議」が発足するとともに、
5月2日には、平成23年度第1次補正予算案が国会で可

決・成立するなど、東日本大震災の被災地における復
興に向けた取組が本格化することとなりました。
　震災からの復興に当たっては、従来に戻すという復
旧を超えて、素晴らしい東北を、そして素晴らしい日
本を作っていくという気概を持って、政府、産業界、
そして国民が一体となって力強く踏み出すことが重要
です。被災地の復興に向けた青写真については復興構
想会議で議論されていますが、海や森の恵みとともに
発展してきた地域の知恵を大切にしながら、環境に調
和したエコタウンなど、環境保全の観点からも世界で
も1つのモデルになるような新たなまちづくり、地域
づくりを目指すことが望まれます。
　東日本大震災の被害は、過去に例を見ない甚大なも
のでした。私たちは、犠牲者の方々、被災者の方々の
痛みを胸に刻みながら、復興に向けて力強く踏み出さ
なければなりません。自然への畏怖を新たにし、エネ
ルギーや資源の希少性・重要性を深く認識して、環境
保全の観点からも望ましい、安全安心で持続可能な社
会づくりにつなげていくことが求められています。
　被害の状況と対応を要する問題は、なお刻々と変化
しています。私たちは、引き続き、今なお続く余震や
それに伴う津波の可能性、原子力発電所の事故等の状
況に的確に対応し、復興に向けた取組を全力で進めな
くてはなりません。

3　震災復興と安全安心で持続可能な社会づくりに向けて

2011年

供給力計画停電及び節電
等による効果
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出典：財団法人　日本エネルギー経済研究所

日別最大電力需要と供給量（東京電力）
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